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多言語化する社会のドイツ語教育 
―複言語・複文化能力養成の文脈で考える―

境 　 一 三

0．はじめに　―本稿の目的―

明治以来，高等教育の一部として連綿として継続されてきたドイツ語教

育は，日本社会の変化と大学の制度変更などによって次第に学習者を失い，

初習外国語1）教育の中で占める位置も，かつてのような主導的なものでは

なくなった。本稿の目的は，このように変化するドイツ語教育の今日的な

存在意義を問うことである。まず，1991年の「大学設置基準の大綱化」

と国際社会におけるドイツ語のステータスの変化（特に学問分野における

ドイツ語使用の変化）がドイツ語教育に与えたインパクトを振り返る。そ

の後で，急速に多言語・多文化化する日本社会において，ドイツ語教育は

他の初習言語教育とともに，複言語・複文化能力養成の文脈の中で意味を

持ちうること，また英語のみならずそれ以外の外国語教育も，国際的な標

準に合致するように，主に中等教育で行うように改革すべきであることを

論じる。最後に，筆者が数年来行っている，複数言語教育拡大のための啓

1）「第二外国語」という呼称も一般的ではあるが，制度上英語以外の外国語
を主たる学習対象として「第一外国語」とすることも可能なので，ここで
は英語以外の外国語で，大学で初めて学ぶものをこのように表記する。ま
た，「外国語」という術語も，言語と国家は一対一対応しないことから不適
切であり，「異言語」などを採用する専門家もあるが，ここでは大学内での
慣用に従った。
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蒙活動を紹介する。

1．「大学設置基準の大綱化」とドイツ語教育

日本の大学における初習外国語教育は，1991年に実施された大学設置

基準の大綱化によって大きな打撃を受けた2）。それまで初習外国語は大学

1，2年次の教養課程における中心的な科目として，多くの大学で合計 8

単位が卒業に必要な単位数として認められ，一般的には 1年次，2年次共

に通年二コマ（4単位）が履修されていた。「大綱化」という自由化を機

に，旧設置基準にあった個々の「授業科目の基準」と修得単位数に関する

条文が削除され，どの科目を何単位履修させるかは，卒業に必要な総単位

数（124単位以上）の枠内で，個別の大学・学部・学科に任されることに

なった。それまでもっぱら 3，4年次に行われて来た専門教育の充実を求

める圧力が下に向かってかかってきたことから，1，2年次にその一部が

降りてきた。いわば上からくさびが打ち込まれたのだが，一般教養科目が

（必修単位として）上に向けたくさびを打ち込むことは，実効ある形では

ほとんどなされなかった。卒業に要する総単位に変わりがないまま上から

専門科目が入り込むことによって，一番の「被害」を蒙ったのは外国語科

目であった。その中でも初習外国語は，理系の単科大学では廃止や必修単

位の大幅な削減が行われ，総合大学の理系学部でも圧縮が行われた。廃止

されなかった所でも，通年 2単位（はなはだしきは半期 1単位）のみと

いう，教育上実効性がほとんど考えられないような状況も見られる3）。

2）1960年代には，すでに小規模な地方大学や単科大学で外国語の履修時間
の削減が行われ，1970年代に入ると 6割程度の大学で 4単位化が進んだ。
（田中　1994: 21）1980年代になると，国際化の情勢を反映して外国語科
目の見直しが進むが，同時に外国語科目の形骸化に対して，大学設置基準
第 6章第 21条を根拠に，初習外国語の必修を廃止するところも増加した。
（田中　1994: 37, 40）この流れを一気に加速させたのが，「大綱化」である。
（岩崎　2007: 5–6）

3）「1997年の段階では初習外国語の必修をはずす大学が 35%に上った。（中
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ドイツ語教育から見た場合，この変化は甚大な影響をもたらした。なぜ

ならば，歴史的に見て，日本の高等教育（1949年までの旧制高等学校や

大学予科，高等専門学校を含む）で行われてきた外国語教育は，英語に次

いでドイツ語が大きな割合を占め，その次にフランス語が位置してきたか

らである。特に，理系の教育では，初習外国語は長期にわたりドイツ語が

ほぼ独占してきた。上述のように，理系の学部で初習外国語が縮減ないし

ゼロになるということは，従ってドイツ語に最大の「被害」をもたらした

といってよいだろう。

初習外国語の必修単位数に大きな変化のなかった慶應義塾大学の文系学

部でも，ドイツ語の衰退は覆うべくもない。例えば経済学部では，筆者が

赴任した 1997年には 1年次に 15あったドイツ語のクラス4）が，2010年

現在では 7クラスに減少し，最大の中国語 15クラスと逆転し，フランス

語 11クラス，スペイン語 8クラスの後塵を拝して，ついに最小勢力とな

った。この十数年，中国語はコンスタントに学習者を増やし，遅れて導入

されたスペイン語も伸びを見せたため，ドイツ語，フランス語のクラス数

を減少させ，中国語とスペイン語に充ててきたのである。このようなこと

は，また日本各地の大学で見られる現象でもある。

以上見てきたように，日本の大学におけるドイツ語教育は，1）大学設

置基準の大綱化に端を発する専門科目の低次学年への進出によって，特に

理系学部において初習外国語科目の廃止または大幅な削減があったこと，

2）初習外国語で選択できる外国語数が増加したこと，の二点の「外圧」

によって，外国語教育市場における衰退を余儀なくされてきた。

略）残りの 65%でも，基本的には多くて週 2コマ 1年間（90時間），少な
ければ週 1コマ 1年間ないしは週 2コマ半期（45時間）という履修パター
ンが一般化した。」（岩崎　2007: 6）慶應義塾大学でも，文系学部では大綱
化以前と同様の単位数が保たれているが，理工学部では必修は 1年次 4単
位のみ，医学部でも 1年次 4単位だけである。

4）1年次ではこのクラス単位で初習外国語を週 3コマ，2年次はクラス単位
の縛りはなくなるが週 1コマを履修し，必修単位数は 8である。
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2．ドイツ語のステータスの変化と需要の低下

しかし，選択できる外国語数が増加したとしても，a）ドイツ語そのも

のに需要があり，同時に b）ドイツ語教育が履修者にとって充分に魅力的

であったならば，現在見られるような学習者数の減少は見られなかったか

も知れない。本稿では b）を俎上に載せることはしないが，現在全国の多

くのドイツ語教員が，それぞれのドイツ語授業をより魅力的でかつ学習者

に目標到達意識を含めた満足感を与えるために血の滲むような努力を重ね

て，勢力の挽回（もしくは維持）にそれなりの成果を上げていることを見

れば5），学習者の減少に悩む多くの現場で，改善の余地があることは明ら

かであろう。一言で言えば，長年保ってきたドイツ語の初習外国語におけ

るステータスは，売り手市場の結果として「殿様商売」を生み，教育とし

ての堕落をもたらしたと言わざるを得ないのではないだろうか。

一方，ドイツ語そのものにかつてのような需要があるかといえば，それ

はもはや否定的に答えざるを得ないであろう。かつて大学の中では，ドイ

ツ語は学問をするために必要な言語として認められていた。独語・独文学

の専攻がある文学部ばかりでなく，法学部や経済学部，また医学部や理工

系の学部でも，専攻によっては英語だけでは充分な研究ができず，どうし

てもドイツ語が求められたのである。すなわち，学問語としてのステータ

スが厳然たるものとしてあった。しかし，今やドイツ語圏の学問も，一部

の領域を除いて発表の媒体はほぼ英語一色に塗られてしまった。ドイツ語

圏からの発信が，多くの学問分野で英語となってしまったのである。無論，

ドイツ語による学問の蓄積を冷静に考えれば，歴史的な振り返りが必要な

学問分野（特に人文・社会科学の多くの学問領域）では，英語だけでは不

十分であることは明白である。にもかかわらず，2，30年前の学部 3，4

年生のゼミナールのレベルは，今や修士課程に行かなければ求めることが

5）筆者が参加する日本独文学会理事会では，各支部からの現状報告があるが，
そこから各地域での取り組みの状況とその結果がうかがわれる。
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できないといわれる今日の状況では，学部のゼミナールでドイツ語やフラ

ンス語の文献を資料に議論することは困難となり，その意味での需要も風

前の灯火となっていると言えよう。

英語の寡占によって，その他の言語は国際コミュニケーションにおいて

弱体化を余儀なくされたが，外交やビジネスの言語としてはともかく，そ

れまで学問言語としてステータスを保ってきたドイツ語も，実需要が極端

に低下した現在，学問での必要性を理由に多くの若者をその学習に向ける

ことは極めて困難になっている。

目を外に転じても，ドイツ語学習者数の減少は世界的なものであること

が分かる。それに抗するように，Goethe-InstitutのWebサイトでは「ド

イツ語を学ぶ 10の理由」6）が掲げられているが，私見では，それは少なく

とも日本のドイツ語学習者の大半を占める大学生に訴えかけるような内容

ではない。そこには，ドイツの経済的優位性が語られ，学生の就職に有利

に働く道具としてのドイツ語が語られている。これらの理由は，東欧や中

国の沿海部など，ドイツ企業の進出が顕著な所では実効性を持ち得るであ

ろう。しかし，筆者らの調査によると，これはドイツ語学習を必修の範囲

を超えて継続する日本の学生にはほぼ訴求力のないものであった7）。

中国を除く近隣諸国を見ても，状況に大きな違いはない。例えば隣国韓

国でも，ドイツ語学習者の減少は留まるところを知らず，この十年あまり，

韓国の独語・独文学者と会えば「ゲルマニスティク（独語・独文学）の危

機」を説かれぬことはない。韓国の大学における独文科の最大の存在理由

は，1945年の解放後一貫して行われてきた高等学校における初習外国語

としてのドイツ語科目担当者を養成することだったが，高校での履修者を

中国語と日本語に奪われて，現役ドイツ語教員を日本語教員などに再教育

6）„Zehn Gründe für Deutsch“ (http://www.goethe.de/lrn/prj/zgd/de867247.htm)
7）M. Hoshii & K. Sakai ‘Was motiviert japanische Deutschlernende? - eine 

empirische Studie’.（2008年ドイツ・エッセンで開催された国際応用言語
学会での発表。）
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せざるを得ない昨今の状況では存立すら危うく，事実いくつもの独文科が

閉鎖に追い込まれたという。

このように，ドイツ語が学問語として国際的発信力を失いつつあること

や，ビジネスの言語としては通用範囲が限定されているという，ドイツ語

自体に内在する問題も，日本ばかりでなく世界的にドイツ語学習の需要を

低下させているのである。

3．日本の教育におけるドイツ語教育の意味の再考

日本の大学における初習外国語としてのドイツ語は，このようにドイツ

語自体の国際社会における地位の変化と，日本の大学内部の構造変革によ

って，その存立基盤が問われるまでになっている。このような時に，私た

ちドイツ語教員は，自らの営みを再考する必要に迫られている。

それでは，再考に必要な論点は何だろうか。私見では以下の三点が挙げ

られる。

A 日本の教育における英語と中国語の位置づけ

B 日本の教育におけるドイツ語の位置づけと相対的視点

C 複数言語教育の拡大とそのための啓蒙活動

以下に，その三点について検討する。

3-1．日本の教育における英語と中国語の位置づけ

政治，経済，文化のどの領域においても，今日英語の重要性を否定する

ことはできないだろう。英語教育の充実と学習者の英語力向上は，世界の

どの地域にとっても最重要の課題であり，日本も当然ながらその例外では

ない。「英語が使える日本人」の養成（英語教育改革に関する懇談会

2002）を目指して，より早くからの英語教育が求められ，今後も好むと

好まざるとに拘わらず英語教育の低年齢化は進むであろう。
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また，歴史的に見ても明治維新以来今日にいたるまで，中等教育におけ

る外国語は（一部の例外を除いて）一貫して英語であったし，高等教育に

おける第一外国語（学習者数最多言語）もまた英語であった。それには，

開国に際しての隣国アメリカ合衆国の存在が大きく関わっていよう。ペリ

ーが浦賀に来なかったとしても，日本は早晩開国を余儀なくされたであろ

う。しかし，ペリー来航こそが近代日本の出発点にあるとの意識は，日本

人の中からぬぐい去ることはできない。明治初期の大学にイングランドば

かりでなく，スコットランドやアイルランドからも教師が雇われて来て，

「英国」がしかるべき影響力を持ち続けたのは事実ではあるが，心理的に

また実体としても，西洋文明の移入の大きな割合をアメリカが占めてきた

こともまた事実であろう。

いずれにしろ，幕末以来この 150年にわたる教育史の中で，英語が外

国語教育の中心であったことは争えない事実であるし8），また中国語の急

追はあるものの，しばらくの間は英語の力は衰えることはないだろう。中

国語は今後，まず通商語としての地位を東アジアで，そして世界に確立し

ていくだろう。しかし，英語のような一般的な拡がりを持つまでにはさら

に時間がかかると思われる。なぜならば，多くのひとびとが学びたいと思

うにはそのための魅力がなければならず，その背景にあるのはソフトパワ

ー（ジョセフ・ナイ　2004），すなわち文化的発信能力だからだ。経済活

動において有利な立場を得たい，会社の中で昇進のために必要だ，という

外発的・道具的動機は自分が対象言語圏の人々と直接交わり文化を共有し

たいという内的・統合的動機に比べると長続きしないといわれている。そ

の意味で，中国語が英語のような学習者を持つためには，中国発のカルチ

ャー，音楽，ファッションなどが世界的な規模で拡がりを持たなければな

らない。いずれ中国も間違いなくソフトパワーを持つだろう。しかし，中

8）旧制の中等学校でも，外国語と言えば一部の例外を除いて英語であった。
ドイツ語は，（初期）高等教育に於いてのみ，常に英語の次に位置してきた
に過ぎない。
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国文化と中国語の勢いが英語圏のそれを凌駕するまではある程度の時間が

かかると見ることが妥当であろう。

3-2．日本の教育におけるドイツ語の位置づけと相対的視点

日本の教育においては，ドイツ語は常に英語の次に学ばれる言語であっ

た。フランス語と共に，この順序は現在でも変わっていない9）。それも，

中等教育ではなく，もっぱら高等教育機関で授業が提供されてきたという

ところに特徴がある。世界的に見た場合，専門教育としての Germanistik

（独語・独文学）ではないドイツ語教育が大学で行われているというのは，

例外的である。諸外国での一般的な理解では，言語教育は典型的な中等教

育科目である。いうまでもなく，旧制高等学校（もしくは大学予科）以来

大学の 1，2年次（初期高等教育）でドイツ語が学ばれてきた理由は，大

学における人文諸科学，法学，経済学，医学，理学，工学などでドイツ語

文献を読み，また一部であったにせよ論文をドイツ語で書くという需要が

あったからに外ならない。制度的に見ても，1980年代までは理系文系を

問わず，大学院の入試には英語以外に初習外国語の試験もあり，その中で

もドイツ語がもっとも受験者の多い科目であった。その大学院入試におけ

る初習外国語の試験も多くは廃止された。ドイツ文学や哲学などのごく一

部の専攻を除いて，学部や大学院のゼミナールでドイツ語論文が読まれる

ことが極めて少なくなり，ドイツ語で論文が書かれることもほぼなくなっ

た。論文は，日本語以外では英語で書くものになった。その意味で，ドイ

ツ語の需要は激減したのである。前述のように，それに伴って 1，2年次

におけるドイツ語教育を廃止，もしくは縮減する大学が増加した。

9）この点はヨーロッパにおける教育と異なるものであった。東欧を始めとし
て，ドイツ語が第一外国語であった地域は多い。しかし，それも変化を蒙
り，日本と似た状況になっている。“Deutsch nach Englisch”（英語の後の
ドイツ語）が 2000年代になって議論の対象になり，それを意識した教材
が開発されるようになったのも，そのことの表れであろう。Vgl. Kursisa, 
A., Neuner, G. (2006)
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それにも拘わらず，ドイツ語は大学における初習外国語教育の中に今も

存在する。その意味を正面から問うことは，私たちドイツ語教育にたずさ

わる者の責務ではないか。今までドイツ語があったから，今もドイツ語教

員がいるから，という理由だけでドイツ語科目が存在しうるのか。それだ

けならば，多くの大学で見られるように，ドイツ語科目の削減と，ドイツ

語教員が定年退職する場合にその補充はしない，という流れは必然のもの

であろう。

ドイツ語教育の現代的な意義を見いだすことは喫緊の課題である。しか

し，そのためにも，逆説的ながら，ドイツ語教員はドイツ語を醒めた目で

見ることができなくてはならないだろう。すなわち，ある種の諦観を持つ

ことが求められるのではないか。贔屓の引き倒しをしないためにも，距離

感を以てドイツ語を観察することが必要なのである。冷静に見れば，ドイ

ツ語が英語に拮抗できないのは明白である。もし仮に，ドイツ語の覇を唱

えようとすれば，英語覇権主義と同じパワーポリティクスの土俵に上がる

ことになる。長期的に見たときに，中国語とも伍することは難しくなるだ

ろう。そのような土俵からは去らなければならない。

誤解を恐れずに言うならば，われわれはドイツ語・ドイツ文化10）が

「マイナー言語」であり「マイナー文化」であるという認識から再出発す

る必要があるのではないか。無論，ドイツ語は母語話者数からいえば EU

の中で最大の言語である11）。また，少なくともヨーロッパでは英語，フ

ランス語に次いで 3番目に多く学ばれている言語でもある12）。文化的な

発信力も決して小さくはない。しかし，英語というスーパーパワーとは比

較すべくもない小ささであることは間違いない。その意味で，マイナーな

のだ。

10）本稿では，ドイツ語圏の文化を「ドイツ文化」と総称する。
11）ドイツ語 18％，英語，イタリア語 13％，フランス語 12％，スペイン語，
ポーランド語 9％。（Europäischen Kommission 2006）

12）ibid.
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われわれは文化人類学的な相対主義に立つべきであろう13）。敢えてマイ

ナーの意識を持つことによってのみ，ドイツ語・ドイツ文化の専門家は言

語・文化相対主義にたどり着くのではないか。ドイツ語も多くのことばと

同じ一つのことば，ドイツ文化も一つの文化，それぞれに価値があるのだ

と考えるところからの再出発である。そこまで引き下がったとき，改めて

ドイツ語とドイツ文化の魅力が見えてくるのではないか。ドイツ語学習を

通じてその魅力を発見し，「やっぱりドイツ語もいいね」という言葉が学

習者と教員で共有できる教育ができたら，それは決して悪いことではある

まい。初習外国語科目としてドイツ語を選択するという初期動機は，多く

の場合偶発的なものである。しかし，継続学習の動機は学習の現場で，学

習者と学習者，学習者と教員の協働の中から，つまり学習共同体形成の過

程から紡ぎ出されて行くものなのである。ここに，単なる教授者に留まら

ず，学習環境を整え，知的な刺激を不断に与えていく者としての教員の仕事

がある。

ドイツ語はひとりでは生きていけない。複数の言語と文化を学ぶという

共通の土壌の中で，他の言語と共存共栄を図らなければならない。大学の

初習外国語という制度の中で，限られたパイの奪い合いを問題にしている

時ではないだろう。なすべきことは，このパイそのものを大きくすること。

すなわち，複数言語・複数文化教育を日本の中で広めることに他ならない

のである。パイが大きくなり，その中で一定の割合を確保していけば，絶

対量は維持できるし，また増加も可能なのである。

3-3．複数言語教育の拡大とそのための啓蒙活動

このように考えると，日本からドイツ語教育を消滅させないためにも，

「複数言語教育の拡大とそのための啓蒙活動」が喫緊の課題であることが

理解されるであろう。勿論それはドイツ語教育界だけのためではない。も

っと本質的な社会の要請であると言わなければならない。社会のグローバ

13）青木（2003）参照。
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ル化が進むと共に，国際的なコミュニケーション能力の必要性が高まり，

対外的な発信力が求められるばかりでなく，国内的に見ても，労働市場の

流動化が進んで14）それに対応できる日本人が必要となっている状況を考

えれば，複数言語の教育を通して，国民が複言語・複文化能力を獲得する

ことは，不可避の課題なのである。日本の言語教育ではまだ語られること

のほとんどない，日本国内のコミュニティーのための複言語・複文化能力

の育成が，真剣に語られなくてはならない時に来ているのではないだろう

か。それは，必ずしもタガログ語やベトナム語やタイ語が話せるというこ

とを指すのではない。そうではなく，例えば韓国・朝鮮語の，例えばフラ

ンス語の，例えばドイツ語の学習を通して，世界は英語で一括りにされる

ような一様なものではなく，多くの言語，多くの文化が存在し，それを使

い，拠り所として生きている人々がいるのだ，それがまた遠い世界にある

だけでなく，私たちの町内の隣人として存在するのだということを意識す

るにいたることを意味する。今小学校で行われている「英語活動」が，文

部科学省の言うように「外国語活動」であり，異文化間コミュニケーショ

ンの素地を作るということを目的にするのならば15），それは必ずしも英

語である必要はなく，少なくとも複数の言語の選択肢を持つべきであろう。

出発点に英語しかないということは，むしろ子供達の世界観をゆがんだも

のにする危険性をはらむということは，ここで強調しておかなければなら

ない。群馬県太田市，静岡県浜松市，愛知県豊田市16）ばかりでなく，日

本の多くの地域で，少なくともどちらかの親が日本語を母語としない生徒

14）看護，介護，農業，工業ばかりでなく，今後ますます多くの分野で外国
人の労働力が必要とされることは明らかである。

15）「外国語活動においては，音声を中心に外国語に慣れ親しませる活動を通
じて，言語や文化について体験的に理解を深めるとともに，積極的にコミ
ュニケーションを図ろうとする態度を育成し，コミュニケーション能力の
素地を養うことを目標として様々な活動を行います。」（http://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/gaikokugo/index.htm）

16）外国人労働者数については，経済産業省（2005）参照。
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が相当数に上るようになってきた。自治体のホームページも，重要な情報

は複数の言語で提供するようになっている17）。フィリピン人の母親を持

つ少女がその異質性故にいじめにあい，それを苦に自殺をしなければなら

ないような社会ではなく，異質なものが排除されずに共存できる社会を構

築するためにも，今なされなければならないのは「言語・文化の多様性に

対する気づき」教育であり，その延長線上にある「複言語・複文化能

力18）養成」の教育であろう。

以上を，児童，生徒，学生の発達段階別にまとめると，以下のようにな

ろう。

◦　初等教育：言語・文化の多様性に対する気づきを促す

◦　中等教育：複数言語・複数文化教育により，多様化する社会の中

17）例えば，神奈川県庁のホームページでは日本語を含めて 10言語が使われ
ている。（2010年 11月現在，http://www.pref.kanagawa.jp/menu/page/04.
html）

18）CEFR で は Pluriculturalism は Multiculturalism と，Plurilingualism は
Multilingualismと対比させられて使用される。CEFR日本語版では pluri-
の付く前者に「複文化主義」，「複言語主義」という訳語が与えられている。
一般にmulti-の付く後者は「多文化主義」，「多言語主義」と訳されている。
ここで考えられている multilingualとは，社会の中に複数の言語が併存
し別々に使用されている状態を意味する。それに対して plurilingualとは
一人の人間の中に複数の言語能力があり，現実の場において必要に応じて
言語を切り替えながら社会的な課題を解決する状態をいう。つまり，ある
町に日本語，中国語，朝鮮語，ポルトガル語の母語話者が生活していて，
それらが互いに交わらない場合，その町は単に多言語状況の町ということ
ができる。しかし，日本人 Aが中国語を学習し，同じ町内の少々日本語が
できる中国人 Bと中古車の売買を行う場面を考えると，彼らが適宜コード
スイッチングを行いながら交渉をし売買の目的を達するならば，二人とも
複言語能力を身につけているということができる。また，両者はその場に
おける商習慣などの文化的コードも身につけていると考えられ，その点で
は必要程度の複文化能力があると考えられる。
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で異質なものと共存できる市民性の基礎を作る

◦　高等教育：中等教育を引き継ぎ，多様化する社会を先導しうる複

言語・複文化能力を持った人材を養成する

具体的に言うならば，小学校の教育は徹底的に気づき教育の観点から，

コミュニティーの中の他者に目を向ける教育が行われなくてはならないだ

ろう。それは，例えばアルゼンチンから来たアレッサンドロちゃんのおう

ちの言葉に耳を澄ませること，どんなご飯を食べているのか，どんなお祭

りをしているのかを知ることから始まるだろう。英語の教材の中に「オ

ラ！」や「ジャンボ！」19）という挨拶があれば事足りるものではない。英

語を排除するわけではない。しかし，むしろこの段階では，英語という回

路を介さずに，英語だけではない複数の言語と文化にじかに触れることに

こそ，意味があるのではないだろうか。

また，現在ほとんどの場合，大学に入って初めて触れる初習外国語は，

中等教育に下ろすことが必要であろう。日本のように，中等教育段階に制

度としては初習外国語があるものの，事実上英語しか学ばれていないとい

うのは国際的に見て極めて例外的なのであり，韓国や台湾といった近隣諸

国でも初習外国語は高校段階で実質を伴ったものとして行われている。日

本のこの状態を，まず世界の標準的な状態に近づけることが第一歩であろ

う20）。その際，英語教育のアウトプットが問題となろうが，現在中学・

19）小学生英語活動用に文部科学省が作成した「英語ノート」や，中学 1年
生向けの英語教科書 New Crown（三省堂）には，複数の言語で挨拶が紹介
されている。

20）この点で，アメリカ合衆国は世界の中でも稀に見る外国語教育軽視の国
である。2002年時点で，高校で外国語を履修している生徒の割合は 44％
である。（U.S. Department of Education: http://www2.ed.gov/teachers/
how/academic/foreign-language/teaching-language.html）また，アメリカ
応用言語学センターの調査によると，2008年を 1997年と比較して特に改
善は見られず，小学校や中学校ではむしろ外国語授業の提供状況は悪化し
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高校と 6年間行っている必修授業を，コアの部分を 3年なり 4年なりにし，

あとは生徒の希望と適性によって選択ができるようにすることも検討に値

しよう21）。より長期間，また集中的に英語を学びたいという生徒には，

当然ながらよりよい形で対応しなければならないだろう。無論，そのため

には英語教員の質の向上22），クラスサイズをヨーロッパでは標準的な 15

名程度に近づけるなどの措置が前提となるであろう。こうしたことは，す

べて納税者の負担となる。従って，納税者が納得して初めて実現する可能

性が出てくるが，そのためには官民一体となった取り組みが必要であろう。

特に，政治の世界で議論が進むことが不可欠である23）。言語教育政策が

選挙の争点となるまでに熟すには時間がかかろう。しかし，この道は避け

ては通れないものなのである。

個人でできることは限界がある。筆者もその限界を感じつつ，この点に

関する講演や学会発表を行ってきた24）。それは，勤務校における通常の

授業の中だけでなく，さまざまな条件下にある生徒・学生と，なぜ複数の

言語や文化を学ぶのか，考える機会をもつべきだと思っているからである。

ドイツ語教員として，この道を通じてしかドイツ語教育のレゾンデートル

を主張できないと考えるようになってきたのである。

以下に，大学や高校で行っている講演の内容を紹介し，筆者なりの啓蒙

ている。（http://www.cal.org/flsurvey/prelimbrochure08.pdf）
21）生徒全員に六年間という長期間履修を求めるのは，個人差を考えるとは
なはだ問題があると言わざるを得ないであろう。

22）大学における教職課程と現役教員の留学を含む研修方法の抜本的な見直
しが必要であると考える。

23）政治家自身の言語・文化体験，言語・文化能力も現状では大いに問題が
あろう。

24）2010年度まで，福島大学（2006年 10月 23日），東北学院大学（2009
年 12月 21日），埼玉県立伊奈学園総合高等学校（2009年 6月 9日）で講
演を，全国語学教育学会（JALT）で発表（‘Why do I learn two or more 
foreign languages?’　2007年 5月 13日）を行った。
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活動のあり方を紹介したいと思う25）。

4．講演活動の内容

筆者が大学生や高校生を対象に講演を行う場合，中心となるのは「なぜ

（複数の）外国を学ぶのか」という問いに対する答えを聴衆とともに考え

ることである。そして，この問題を考えるときに鍵になる概念（例えば

「バイリンガル」）について語り，またヨーロッパの言語教育政策の基本的

理念である複言語・複文化主義，また教育の実践形態の一つである「二言

語教育」（Bilingualer Unterricht）などについて，筆者の実見したところ

を中心に話して，日本での応用可能性をともに考えようとしている。

まず，複数の外国語を学ぶ理由についてだが，一般的に言われる理由

（楽しいから，外国の文化を知りたいから，外国人と話したいから，学問

をするのに〈自分の専攻に〉必要だから，就職に必要だから〈有利になる

から〉，必修科目だから〈単位が必要だから〉）を挙げた上で，参加者同士

で話し合わせ，その上で筆者が考える主な理由を三つ挙げる。

第一に挙げるのは，「楽しいから」である。もともと「すべての人間は，

生まれつき，知ることを欲する」存在であり（アリストテレス『形而上

学』第一巻冒頭 A980a），外国語学習は未知なるものとの遭遇に満ち，楽

しさにあふれているはずのものである。対象となる言語は一つと限ること

はないだろう。知ることへの欲求は限りがないからである。またどのよう

な学習も楽しさや喜びが最大の動因であり，やっている本人が楽しいと感

じられなければ続かない。続かなければ成果も上がらない。楽しさと喜び

を軸にするとき，アウトプットも最大となり，好循環が形成される。

二つ目の理由としては，「いろいろな国に友達がたくさんできる」とい

うことを示す。もちろん，英語ができるだけでも得られる友は多いだろう。

しかし，それを入り口として，より深くより親密なつきあいをするには，

25）本稿の末尾に，東北学院大学での講演に使用したパワーポイントの資料
を添付する。
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相手の言葉を少しでも学び，相手の文化にじかに接することが必要である。

通り一遍のつきあいでなく，より関係の密な友となる可能性が開かれる。

そして，直接の友となれば，その国や地域のことをよりよく知ろうとする

であろう。このことは，一般的に言うならば，より親和的な態度をもたら

し，敵対的関係を回避することにつながるだろう。多くの国が在外文化機

関などを通して，その国の言語や文化を学ぶ機会を提供しているのは，こ

うした利得を狙ってのことである。無論こうしたことは，国策レベルでは

自国に有利になるための外交そのものにほかならないが，個人レベルで考

えれば，だれであれ相手を尊重することを学び，敵対的関係に陥らない結

果につながり得る。マクロレベルで見たときには，さまざまなひとびとが

平和裏に共存する可能性をもった世界の構築につながるであろう。

第三には，いささか功利的な話を添える。それは，英語だけで得られる

知識には限界があり，その他の言語を学ぶことによって，人の知り得ない

ことが分かるということである。また，例えば国際的企業が平素の職務は

英語で行っていても，例えばドイツ系の企業ならば，マネジャー以上にな

るにはやはりドイツ語能力が要求されること，ましてやトップの一角に食

い込むためには彼らの母語をも使えることが必須であることを，企業人か

ら聞いた話として伝える26）。

これらの理由を挙げた上で，日本の外国語教育が，ますます英語一辺倒

になってきていること，それは言語能力を，国家の壁や民族の対立を超え

て融和的なヨーロッパ，政治的にもまた経済的にも北米や東アジアに負け

ない強いヨーロッパを作るための基礎的な力と捉える EUの進む方向とま

ったく逆の進路であることを指摘する。

また，戦後のヨーロッパの言語政策の歴史を振り返り，特に 2001年に

欧州評議会が発表した Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR)『欧州言語共通参照枠』の簡単な紹介を行う。特に，

26）ドイツ系大企業に勤務する慶應義塾大学の卒業生からの聴き取りによる。
（2005年 10月 3日，於在東京ドイツ大使館）
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その中の「複言語・複文化主義」が，まさに数百年にわたる戦争の歴史を

超えて，平和協調しつつ強いヨーロッパをもたらすために不可欠のもので

あると考えられていること，またそのために，欧州評議会も EUも，ヨー

ロッパのすべての子供が母語以外に二つの言語を学ぶべきであると考え，

そのための施策（1+2言語政策）を進めていることを解説する。

このように，ヨーロッパの言語（教育）政策を見ると，東アジアにある

日本がその政策をそのまま取り入れることはできなくても，さまざまな言

語と文化を持った人々が融和的に共存し，共に社会を作り，しかるべき政

治・経済的な強さを保つためにも，学ぶべきところは多くあるのではない

か。政治的な枠組みとしての東アジア共同体の実現はまだ現実の目標とし

て見えてはいないが，さまざまな二国間・多国間経済協定27）が議論の俎

上に上る今，私たち自身の言語（教育）政策が多くの人によって議論され

る必要があるだろう。このようなことを聴衆に向かって投げかけるのであ

る。

さらに指摘するのは，外国語教育が英語に集中しているために，現代の

日本人が身につける外国語がほとんど英語のみであり，他の言語から情報

を得られないのは，政界，官界，産業界などにとって極めて危険であると

いうことだ。それぞれの業界のリーダーが，例えば CNNニュース以外の

ソースに接することなしに日々の判断を下すとしたら，これほど恐ろしい

ことはないだろう。どの言語で発信される情報であれ，それなりのバイア

スがかかっている。英語による情報は当然のことながら，それを発信する

者の見方と利害を反映しているのであり，受信者はそれを理解した上で受

け取る必要がある。その時に，同じ事柄について英語以外の情報にも接し

ていれば，情報に対して適切な距離を取り，よりバイアスを排除した形で

判断を下す可能性を持ちうるだろう28）。政治家，官僚，経済人が複数言

27）本稿を書いている 2010年 11月現在，環太平洋経済連携協定（TPP）へ
の参加が問題になっている。

28）薬師院仁志（2005）を参照。
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語の情報源を持つことは不可欠であり，ましてや国民に情報を提供するジ

ャーナリストには必須のものである。しかし，これがどの程度実現できて

いるか，管見では極めて疑わしい29）。以上を一言で言うならば，日本が

独立国であるならば，その独立国の市民は（ましてリーダーは），複数言

語の情報ソースを持ち，それを元にさまざまな判断を下す能力を持たなく

てはならず，そのための教育を構築することが焦眉の急であるということ

である。

講演は以上の内容を核として組み立てられる。

5．終わりに　―多言語化する社会の中でのドイツ語教育―

社会は変化する。留まるところを知らない。私たちがこどもだった頃，

こんなにも多くの外国人が身の回りにいただろうか。いや，目についただ

ろうか。「単一民族・言語・文化」の共同幻想の下に，そこに明らかに存

在した外国人たちは，自分たちのことばを押し殺し，自分たちの本名すら

使うことをはばかり，ひっそりと見えないように生活していたのではない

だろうか。

しかし，今や私たちが昼食に入る店では，厨房から大きな声で中国語が

聞こえてくる。工場ではポルトガル語が話されている。工事現場で，また

家屋の解体現場で，地下足袋を履きニッカボッカをまとった人の口からは

ペルシャ語が聞こえてくる。上野公園でイスラームのしきたりに則って処

理された食材を売る人たちはインドネシア語を話している。新大久保では，

韓国語は日本語とともに町のごく普通のことばである。さまざまな言語と

文化が，この社会であらわになっている。

社会が大きく変わるとき，外国語教育も変わらなくてはならないだろう。

29）筆者の ARD（ドイツ第一テレビ）や NHKの報道関係部署でのアルバイ
ト体験からは，ジャーナリストの相当数が，現地で直接に取材をしないば
かりか，現地語の新聞を読むこともせず，英字新聞からのみ情報を取得し
ているのが実態であるように思われる。
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英語教育は言うまでもない。小学校「英語活動」が今の姿のままで時代に

適応しているとは言いがたい。ほとんど高等教育でしか行われてこなかっ

たドイツ語教育も然りだ。この稿では，このような社会の変化の中で，自

分自身がたずさわるドイツ語教育が，今後いかなるあり方を取るときにレ

ゾンデートルを持ち得るか，という点を巡って論じてきた。

大学のドイツ語教員の立場からは，ドイツ文化の光芒はまだ日本社会の

中から消え去ったとは思いたくないし，ドイツ文化に高度なレベルで取り

組むことが本来大学で行われるべきだと考えている。しかし，それが可能

であるのは今やごく限られた人数の学生であろう。大学における初習外国

語としてのドイツ語教育を考えるとき，他の言語とともに，目的も含めた

有りようを根本的に―一歩引いたパースペクティヴで―見直す時期に来て

いるのではないだろうか。また同時に，中等教育で英語以外の外国語教育

を盛んにする努力を積極的にしなければならないときにもなっていよう。

中等教育における外国語教育を世界標準に近づけること，つまり複数言語

教育を盛んにすることこそ日本社会の喫緊の課題であり，そこにドイツ語

教育の存亡もかかっていると考えるのである。
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